
女性活躍推進法による一般事業主行動計画についてお知らせします。

労働局からの通達により策定したこの度の行動計画は、令和4年4月1日施行の計画で

すが、事前に公表し、広く周知するためにホームページ上に掲載いたします。

また、女性の活躍に関する情報公開として、労働者に占める女性労働者の割合を公

表致します。

   男女ともに仕事と子育てを両立させることができ、職員全体が働きやすい環境を

〈計画期間〉２０２２年４月１日～２０２７年３月３１日

〈当法人の課題〉育児休暇後に子どもを預ける保育施設を確保できない職員の問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〈目標と取り組み内容・実施時期〉

〇目標

子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するため、

雇用環境整備の拡充及び周知を図る。

育児休業取得率100％を維持し、必要な場合は期間延長に対応する。

法人本部にて相談を受け付け、多様な働き方に対応できるよう配慮する。

〇実施時期･取り組み内容

2022年4月～

・産休取得前の職員に各制度の具体的な情報提供を個別に行う。

2022年5月～

・男女職員ともに育児休業制度や子どもの看護のための休暇制度をより利用

しやすくするための周知法としてパンフレット及び広報誌（本部だより）の

配布、掲示を行う。

お知らせ
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

   つくるため次のように行動計画を策定する。



　　　　

労働者に占める女性労働者の割合

女性労働者 男性労働者 合計

全体 179人(77.4％) 52人(22.6％) 231人

常勤 162人(79.5％) 42人(20.5％) 204人

非常勤 17人(62.9％) 10人(37.1％) 27人
(委嘱職員を含む)

女性労働者における育児休業取得率 100％

令和4年2月1日現在


